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１．予算の概要
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公共事業関係費（政府全体）の推移

出典：平成３０年度国土交通省・公共事業関係予算のポイント[平成29年12月財務省]



H30当初予算
H29.12.22閣議決定平成３０年度 国土交通省関係予算概要

国土交通省関係予算 国費総括表

２か年国債
１，７４０億円

ゼロ国債
１，３４５億円
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※ 北陸地方整備局（港湾含む）の予算推移
※ 調整費、推進費、及び災害関連を含まない

（億円）

北陸地方整備局（直轄）の予算の推移

（事業費）

当初予算

補正・予備費



治 水 50,841                     47,806                     0.94              3,180                    

海 岸 5,465                      3,855                      0.71              -                          

道 路 69,152                     74,350                     1.08              6,211                    

港 湾 7,998                      6,989                      0.87              300                      

空 港 1,545                      1,043                      0.68              -                          

都 市 水 環 境 整 備 476                         509                         1.07              -                          

国 営 公 園 等 1,033                      948                         0.92              -                          

官 庁 営 繕 747                         143                         0.19              -                          

合 計 137,256                   135,644                   0.99              9,691                    

  ※ 1.工事諸費等は除く。計数はそれぞれ四捨五入しているため端数において合計とは一致しないものがある。
　※ 2.計数はそれぞれ四捨五入しているため端数において合計とは一致しないものがある。
　※ 3.ゼロ国債とは、当該年度の支出はゼロであるが、年度内に契約発注が可能となる国庫債務負担行為。

区分
 平成29年度

（A）
 平成30年度

(B)
 伸率

(B)/(A)

 国庫債務負担行為
(ゼロ国債）
［H30-H31］
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北陸地方整備局（直轄）の平成３０年度予算

【直 轄：事業費】 （単位：百万円）



２．地域づくり



厳しい自然環境や社会情勢の中で、人々の生活の安全・安心を確保し、活発な産業・
経済活 動を維持するため、地震、風水害、波浪（高波）災害、海岸侵食、集中豪雨、土
砂災害さらには雪 害などへの防災・減災対策に取り組みます。

１．安全で安心な地域づくり

２．活力ある地域づくり

３．魅力あるまちづくり・地域づくり

北陸地方の特徴である三大都市圏のいずれからも近く、環日本海諸国と日本海を挟
んで対面 する地理的優位性を活かし、経済発展の著しい中国、韓国、ロシア及び、欧米

諸国を視野に入れた高速道路、港湾・空港などの国際交流基盤の整備を進め、国際競
争力の強化を図ります。

北陸地方の各地に広がる美しい自然や景観を活かし、豊かな生活の場の実現に向
けて、生活 にゆとりと豊かさをもたらす美しい国土の保全・管理を図りつつ、地球環境に
やさしい暮らしの充 実を図ります。

北陸地方整備局の事業方針



信濃川流域

大河津分水路は、河口部において洪水を安全に流下させる断面が不足。戦後最大規模（昭和56年8月）の洪水が流下した
場合、分水路上流の長岡市付近まで計画高水位を超過
水位上昇の影響で氾濫が想定される区域には、新潟市、長岡市、燕市などが位置
大河津分水路改修により、分水路を拡幅することで、戦後最大規模の洪水に対して、家屋の浸水被害を防止
今年度は、山地部掘削や第二床固改築工事の本格化。

位置図

S56年8月洪水 小千谷市元町

洪水 信濃川中流部における家屋浸水被害

S56年8月洪水 床上浸水1,446戸 床下浸水1,502戸

H23年7月洪水 床上浸水 229戸 床下浸水 689戸

近年の災害

H23年7月洪水 魚沼市下島

戦後最大規模（昭和56年8月）の洪水に対して、家屋浸水被害を防止

全体事業費：約1,200億円（一般河川改修（大規模）） B/C=2.3
事業期間 ：H27～H44（18年間）

事業の効果

平成23年7月洪水では大河津可動堰の上流で計画高水位を超過

新潟市

長岡市

大河津
分水路

計画高水位
超過区間

（約23km）

燕市

用地取得・河道掘削及び野積橋架替の推進・新第二床固の改築着手などの事
業進捗を図る

平成30年度の事業内容
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信濃川河川改修（大河津分水路）

事業概要
※大河津分水路は、信濃川上中流部の洪水を日本海にバイパスして

新潟市街地等を洪水氾濫の危険性から守る人工河川



▲並行する国道７号
【狭隘な現道を通過する大型車】

▲並行する国道７号
【冬の越波】

H24.3.24開通H23.3.27開通

朝日温海道路 延長40.8㎞神林岩船港IC～朝日まほろばIC あつみ温泉IC～鶴岡JCT

延長25.8㎞延長13.3㎞
県境～あつみ温泉IC朝日まほろばIC～県境

延長6.7㎞延長34.1㎞

新潟県
村上市

山形県
鶴岡市

凡 例

供用中区間

凡 例

供用中区間

対象区間対象区間

○ 朝日温海道路は、高規格幹線道路である日本海沿岸東北自動車道の一部を構成する、朝日まほ

ろばIC～あつみ温泉IC間の延長４０．８ｋｍの道路。

○ 災害時の緊急輸送路と速達性の確保、高速ネットワーク形成による第３次救急医療施設へのアク

セス性の向上、日本海側における交流・連携強化を図ることを目的とする事業。

○ 平成３０年度は、用地買収、改良工事及びトンネル工事を推進します。

開通済区間
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国道７号朝日温海道路（日本海沿岸東北自動車道に並行）
あ さ ひ あ つ み
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国道２５３号上越三和道路
じ ょ う え つ さ ん わ

上越三和道路 延長7.0km

起
点

上
越
市
寺

じ
ょ
う
え
つ

て
ら

終
点

上
越
市
三
和
区
本
郷

じ
ょ
う
え
つ

さ
ん

わ

ほ
ん
ご
う

上
越
市
鶴
町

じ
ょ
う
え
つ

つ
る
ま
ち

(2/4)

（仮称）
サブIC

寺IC
てら

（仮称）

三和IC
さんわ

（仮称）

鶴町IC
つるまち

18

富岡IC
とみおか

四ヶ所IC
しかしょ

405

上越IC
じょうえつ

至 十日町市

上
越
三
和
道
路

国道18号
至 長野県至 上越市街地

三和安塚道路 延長９ｋｍ

事業主体：新潟県

寺ICより十日町市方面を望む

じょうえつ さんわ

じ ょ う え つ さ ん わ て ら さ ん わ ほん ごう

平成30年度 開通予定
延長3.0km

○ 上越三和道路は、上越魚沼地域振興快速道路の一部を構成する上越市寺～同市三和区本郷間
延長7．0kmの地域高規格道路。

○ 冬期を含めた安全性・信頼性を確保し、高規格幹線道路との連携により広域的な交流を促進し、
地域の活性化に大きく寄与する事業。

○ 平成３０年度は、上越市寺～同市鶴町間（延長３．０ｋｍ）において、２車線開通予定。
○ 開通に向け、改良工事、橋梁上工事及び舗装工事を推進します。

て ら つるまち

下野田地区の施工状況



○ 八十里越は、国道２８９号新潟・福島県境の通行不能区間の解消を目的とする三条市大字塩野渕

～南会津群只見町大字叶津間の延長１１.８ｋｍの道路。

○ 平成３０年度は、改良工事、橋梁上下部工事及びトンネル工事を推進します。

福島県施工

延長7.8㎞

新潟県施工

延長1.2㎞
起
点

新
潟
県
三
条
市
大
字
塩
野
淵

に
い
が
た

さ
ん
じ
ょ
う

し
お
の
ふ
ち

終
点

福
島
県
南
会
津
郡
只
見
町
大
字
叶
津

ふ
く
し
ま

み
な
み
あ
い
づ

た
だ
み

か
の
う
づ

八十里越 延長11.8㎞
は ち じ ゅ う り ご え

福島県

只見町
た だ み ま ち

三条市
さ ん じ ょ う し

新潟県

魚沼市
う お ぬ ま し

只見駅
只見町役場

←

只
見
川

至

三
条
市

至 会津若松市

252

289

通行不能区間 延長19.1km

5号トンネル

4号橋梁

延長665m

延長131m
6号トンネル
延長1,195m

5号橋梁
延長337m

7号トンネル
延長952m

8号トンネル
延長186m

6号橋梁
延長14.5m

9号トンネル
延長3,168m

7号橋梁
延長33m

8号橋梁
延長60m

10号トンネル
延長138m

11号トンネル

延長1,417m

3号橋梁

延長64m

4号トンネル

延長178m

3号トンネル 延長168m

2号橋梁 延長190m

1号橋梁 延長239m

1号トンネル延長733m

2号トンネル延長538m

252

252

289289
至

白
河
市

5号橋梁施工状況

2号橋梁施工状況

至 新潟 至 福島

Ｐ２橋脚

Ａ２橋台

Ｐ１橋脚

Ｐ２橋脚

至 新潟

至 福島

構造物名
黒字：未着手
青字：施工中
赤字：完了

Ｐ１橋脚 Ｐ３橋脚

国道２８９号 八十里越
は ち じ ゅ う り ご え
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事業概要
たかせ

○事業箇所 長野県大町市(信濃川水系高瀬川）
さいがわ ちくまがわ

○事業目的 洪水調節（犀川、千曲川、信濃川の洪水軽減）

○事業内容 ・既存の発電ダム（高瀬ダム、七倉ダム）の発電容量、既設の多目
的ダム（大町ダム）の水道容量の一部を洪水調節容量に振り替え
（計1,267万m3）、操作ルールを変更して治水効果を向上

○総事業費 約230億円

平成３０年度の事業内容
実施計画調査の推進 （施設検討、環境調査等を実施）

事業イメージ

七倉ダム

新高瀬川発電所

大町ダム

中の沢発電所

大町発電所

発電容量 1,383万m3

堆砂容量

発電容量
1,586万m3

洪水調節容量
2,000万m3

堆砂容量

（揚水式発電）

大町ダムの水道容量67万m3（最大補給量

0.21 m3/s）を洪水調節容量に活用

高瀬・七倉ダムの発電容量のう
ち、1,200万m3を洪水調節容量に活
用

濁沢
不動沢

高瀬ダム

既堆砂

死水容量

既堆砂

死水容量

堆砂容量

不特定容量 660万m3

水道容量 180万m3

発電容量（専用） 50万m3

既設の旧導水路の活用 約5km

トンネルの新設 約７km

ベルトコンベアの設置 約１４km

土砂搬出施設の整備
・トンネルの新設 約 ７km
・ベルトコンベアの設置 約１４km

など

大町ダム（直轄）

高瀬ダム（発電ダム） 七倉ダム（発電ダム）

 犀川、千曲川、信濃川の洪水防御を図るため、既設の大町ダム
（国）、七倉ダム（発電）、高瀬ダム（発電）を活かした洪水調
節機能の確保、及び安定的に治水・利水機能を発揮するための土
砂対策を実施
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安全で安心な地域づくり ～大町ダム等再編～



と が

○場所 富山県南砺市（庄川水系利賀川）
○目的 ・洪水調節；利賀ダム地点の計画高水流量770m3/sのうち、500m3/sの洪水調節を行う。

・流水の正常な機能の維持；庄川本川および支川利賀川の既得用水の補給を行う。
・工業用水の供給；庄地先において、新たに１日最大8,640m3の取水を可能にする。

○諸元 堤高；112ｍ 総貯水容量；3,110万m3 ○総事業費 約1,150億円
石川県

岐阜県

富山県

日本海

利賀ダム

庄川

福井県

利賀川

位置図位置図

転流工関連工事、工事用道路工事等を実施

平成30年度の事業内容

天端高 標高
439m

堤高
112m

利賀ダムの諸元

堤頂長 約232m

堤体積 約 57万m3

集水面積
約95.9km2

貯水面積 約
1.1km2

利賀ダムの諸元
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利賀ダム建設事業
と が

（ 利賀ダム庄川橋梁施工状況［H29.12］）

庄 川

凡 例

：H29年度工事完了箇所

：H30年度工事実施箇所

：平成28年度迄

：平成29年度完了

：平成30年度実施

：平成31年度以降

（
砺
波
方
面
）

（
岐
阜
方
面
）

２



と が

下新川海岸 海岸保全施設整備事業
し も に い か わ

副離岸堤 L=124m
離岸堤改良 L=142m

副離岸堤 L=40m

入善町下飯野（園家地区）

１．事業概要
○下新川海岸は、冬季風浪が激しく、高波等が越波することにより、大規模な浸水被害や海岸保全施設の被災等、過去幾度と

なく被害が発生している。

○高波等による被害発生の可能性が高い地域であることを踏まえ、家屋連担部において離岸堤等の整備を実施し、早期に
安全性の向上を図る。

２．事業内容

○事業期間 ： 昭和35年度～平成54年度

○全体事業費 ： 1,031億円

○全体計画 ： 離岸堤、副離岸堤 等

３．平成３０年度の実施内容

○入善町園家地区の離岸堤整備等を推進

位 置 図 第３工区 園家地区
そ の け

富山県

下新川海岸

平成20年2月低気圧による被害状況

読売新聞社提供

黒部市生地地先入善町芦崎地先

平成２９年度まで

平成３０年度実施

平成３１年度以降

凡　例
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みつまた

○ 国道４１号猪谷楡原道路は、地域高規格道路「富山高山連絡道路」の一部を構成し、国道４１号の
事前通行規制区間（連続雨量120mm）解消、幅員狭小による除雪障害等解消を目的とした事業。

○ 平成３０年度は、橋梁上・下部工事を推進します。

いのたに にれはら とやま たかやま

起
点

富
山
市
猪
谷

終
点

富
山
市
楡
原

庵谷町長大橋
いおりたにまちなが

いおりだに

庵谷トンネル

楡原駅

(仮称)猪谷橋

(仮称)片掛橋

いのたに

かたかけ

と
や
ま

い
の
た
に

と
や
ま

に
れ
は
ら

猪谷楡原道路

事前通行規制区間

延長1.6km
(連続雨量120mm、

落石等・雪崩)

事前通行規制区間

延長2.0km
(連続雨量140mm、落石等・雪崩)

猪谷楡原道路 延長7.4km
いのたににれはら

41

道の駅
細入

富山市
と や ま

（仮称）

楡原IC
にれはら

下夕北IC
し た ほ く

至
高
山
市

至
富
山
市
街
地

庵谷町長大橋

至 富山市街地

至 岐阜県

いおりだにまちなが

富山市猪谷より富山市街地方面を望む猪谷橋下部（P2）の施工状況
いのたに とやま いのたに とやま

平成22年11月開通 延長3.0km
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国道４１号猪谷楡原道路
いのたに にれはら



大規模
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甚之助谷地区直轄地すべり対策

甚之助谷地すべりは、現在も年間10cmを超える活発な移動が続いており、昭和9年7月11日の手取川大水害時には別当谷（ベット
ウダニ）などでの地すべりによる土砂流出により、下流の白山市白峰（旧 白峰村）などに死者・行方不明者112名という未曾有の被
害をもたらした。

再度災害防止のため地すべり対策を推進し、沿川集落や観光資源である白山へのアクセス道の保全及び手取川ダムの治水機能
の低下を防止する。

凡 例

： 地すべりブロック

手取川流域

手取川ダム

甚之助谷地すべり対策

万才谷河床にある亀裂から、流水が地下へ浸透し、左岸大規模ブロックの
不安定化の要因となっていることから、万才谷の流水を赤谷へ排水する。

万才谷排水トンネルの概要

万才谷河床の状況

万才谷排水トンネル
まんざいだに

万才谷排水トンネル
トンネル坑内

万才谷排水トンネル
トンネル作業構台（吐口側）

まんざいだに

万才谷排水トンネルの事業促進を図る。

平成30年度の事業内容

じ ん の す け だ に



○ 金沢東部環状道路は、地域高規格道路金沢外環状道路の一部を構成し、金沢市中心部における
交通混雑の緩和を図るとともに、北陸自動車道やのと里山街道とあわせて、広域的な道路ネット
ワークの形成を目的とした、延長９．４ｋｍの道路。

○ 平成３０年度は、金沢市月浦町～同市神谷内町（延長1.8km）において、改良工事、トンネル工事

等を推進します。

18金沢市神谷内町より金沢市月浦町方面を望む

至 長岡市

広 域 図

かなざわ とうぶ かんじょう かなざわ そと かんじょう

か な ざ わ か み や ち ま ち

かなざわ

かなざわ つ き う らま ちかなざわかみやち まち

国道１５９号金沢東部環状道路
かなざわ とうぶ かんじょう

つ き う ら ま ち

Ｈ15.3.24
２車線開通

Ｈ18.4.15
２車線開通

Ｈ16.3.20
２車線開通

Ｈ14.3.21
４車線開通

金沢東部環状道路 延長9.4km 事業主体：国土交通省
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延長1.8km(4/4)延長2.4km(4/4)

金沢駅

金沢東IC
かなざわひがし

金沢森本IC
かなざわもりもと

157

159

159

359

8

304

金沢市
かな ざわ

金沢市役所

金沢大学
附属病院
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市
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市

8

鈴見台
すず み だい

東長江
ひがし ながえ

金沢森本ＩＣ
かな ざわ もり もと

神谷内
かみ や ち

梅田
うめ だ

Ｈ24.12.19
４車線開通

Ｈ29.12.9
４車線開通

延長1.8km(2/4)

延長1.3km(4/4)延長2.1km(2/4)延長1.8km(2/4)延長1.8km(2/4)

Ｈ18.4.15
２車線開通

延長2.4km(2/4)

E8

157

159

８

８

石川県
金沢東部環状道路

159

至 金沢市今町

至 金沢市鈴見台

H29.12.9 開通区間（神谷内町～東長江町）の状況
かみやち まち ひ が し な が え ま ち

至 金沢市今町

至 金沢市鈴見台



至 金沢駅

東部工業用
地

（通称) 50m道路から直接進入
できるアクセス道路整備

金沢港クルーズターミナルの整備
アクセス道路、駐車場、緑地の整備、
船だまりの埋立
無量寺・戸水ふ頭に点在するコンテナ
上屋の集約

金沢港機能強化整備計画

３

１
２

駐車場・緑地の整備２

船だまりの埋立２

２

無量寺・戸水ふ頭に点在するコンテナ上屋の集約
（ふ頭用地の拡張・コンテナ上屋）３

クルーズ船寄港数の推移コンテナ貨物取扱量の推移

1 0 3 3 7

22

41

5 6

18 16 19

30

55

0

10

20

30

40

50

60

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

寄港数

うち発着ｸﾙｰｽﾞ

※レール＆クルーズで首都圏から約４割

写真

金沢港クルーズウェルカム・クラブのおもてなし 兼六園を散策する訪日外国人

急激な増加

金沢港機能強化整備計画の概要

金沢港クルーズターミナルの整備１

石川県庁（港から約１．５ｋｍ）

金沢駅（港から約４ｋｍ）

コスタ・ネオロマンチカ
総トン数：５６，７６９トン
定 員：１，５７２人
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20

３ 建設業の働き方改革に向けた取り組み



出典 ： 2015年までは総務省統計局「国勢調査」、
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（2017年３月） ※出生中位・死亡中位推計

総人口と高齢化率の推移

2,553 2,515 2,722 2,751 2,603 2,249 2,001 1,847 1,752 1,680 1,586 1,508 1,408 1,322 1,246 1,194 1,139 1,077 1,013 951 898 
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3,342 3,620 
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065

（％）（万人）

（年）
14歳以下人口 15～64歳人口 65歳以上人口 年齢不詳人口 高齢化率

9,921

10.467

11,190
11,706

12,105
12,361 12,557 12,693 12,777 12,806

12,709 12,533 12,254
11,913

11,522

11,092
10,642

10,192

9,744
9,284

8,808

推計値

○ 生産年齢人口（15～64歳人口）は1995年をピークに減少し、総人口も2010年をピークに減少。
○ 2053年には総人口が１億人を割り込む見込み。

（2053年）
9,924万人
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年齢階層別の建設技能者数

出所：総務省「労働力調査」（H29年平均）を元に国土交通省にて推計

（万人）

（年齢階層）

81.1万人
24.5％

2.7 

14.0 

19.9 

24.6 

33.2 

44.5 

43.2 

33.9 

31.9 

33.2 

47.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65歳以上

36.6万人
11.0％

○60歳以上の技能者は全体の約４分の１を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれる。
○これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約10％程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。
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北陸３県（全職種平均）
新潟県 ２３，８６３円（対前年度比 ＋３．３％増 ７６３円増
富山県 ２４，４６７円（対前年度比 ＋３．３％増 ７８０円増
石川県 ２４，４６１円（対前年度比 ＋３．４％増 ８００円増

［３県平均 ２４，２６４円（対前年度比 ＋３．３％増 ７８１円増）］ ※北陸地方整備局計算値

◇平成３０年３月から適用する公共工事設計労務単価は、前回改定と比較し全国平均で２．８％の増
北陸３県（新潟県、富山県、石川県）においては平均で３．３％の増。

※北陸地方整備局計算値 ※平成23年度から「屋根ふき工」を除く ※平成27年度は「屋根ふき工、石工、ブロック工、さく岩工、タイル工、建具工、建築ブロック工」を除く
※平成29年度から「石工（富山県、石川県）、「山林砂防工（新潟県）」、「ブロック工、屋根ふき工、タイル工、建築ブロック工」を除く

適切な賃金水準の確保 平成３０年３月から適用する＜公共工事設計労務単価＞

平成９年度の水準を上回る
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8.5 

5.3 

8.8 

2.3 

2.2 

2.0 

24.5 

21.8 

26.8 

16.5 

14.9 

18.4 

40.9 

48.0 

37.7 

7.2 

7.8 

6.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

建築工事

土木工事

4週8休

(完2)

4週7休 4週6休 4週5休 4週4休 4週3休以下

建設業における休日の状況

◯ 建設工事全体では、約半数が４週４休以下で就業している状況。

出典：日建協「2017時短アンケート（速報）」を基に作成

【建設業における休日の状況】
現在4週8休は

1割以下

（4週当たり）

休暇日数

5.00日

（4週当たり）

休暇日数

5.07日

（4週当たり）

休暇日数

4.78日

※建設工事全体には、建築工事、土木工事の他にリニューアル工事等が含まれる。
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週休2日工事の拡大

○ 直轄工事において、率先して、週休２日の確保をはじめとして長時間労働を抑制する取組を展開し、
働き方改革を推進

○ さらに、地方公共団体においても、働き方改革の取組が浸透するよう地域発注者協議会等の場を活用
して、働きかけ

週休2日の実施に伴い、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費について、現場閉所の状況に応
じて補正係数を乗じ、必要経費を計上

■週休2日の実施に伴う必要経費を計上

※4週6休相当以上から現場閉所の状況に応じて補正
※元下問わず参加しているすべての企業で適正な価格での下請契約、賃金引上げの取組が浸透するよう、
発注部局と建設業所管部局で連携

■週休2日対象工事の拡大
災害復旧や維持工事、工期等に制約がある工事を除く工事において、週休2日対象工事の適用を拡大

H28年度 H29年度 H30年度

公告件数（取組件数） 824(165) 2,546(746) 適用拡大

週休2日対象工事の実施件数 平成29年度はH30.1時点

H29年度 H30年度

労務費 － 最大1.05
機械経費（賃料） ー 最大1.04

共通仮設費 1.02 最大1.04
現場管理費 1.04 最大1.05

新たに設定

見直し

補正係数（土木工事の場合）
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週休２日に取り組む際の必要経費の計上

※ 元下問わず参加しているすべての企業で適正な価格での下請契約、賃金引上げの取組が浸透するよう、発注
部局と建設業所管部局で連携

■補正係数
平成29年度

4週8休以上

労務費 －

機械経費（賃料） ー

共通仮設費率 1.02

現場管理費率 1.04

平成30年度

4週6休 4週7休 4週8休以上

1.01 1.03 1.05

1.01 1.03 1.04

1.01 1.03 1.04

1.02 1.04 1.05

※ 建築工事は、労務費の補正のみ

○ 週休２日で施工する場合には、現状より工期が長くなり、現場事務所等の土地代や安全施設のリース
代等を含む共通仮設費や現場技術者の給与等を含む現場管理費、機械経費が官積算の計上額とか
い離する可能性

○平成29年度から試行している間接費について最新の施工実態を踏まえ必要な見直しを行うとともに、機
械経費や労務費についても、週休2日の実施に伴い必要となる経費を適切に計上できるよう補正を実施

※ 平成３０年度の補正係数は、平成３０年４月１日以降に入札公告を行う工事から適用する。
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○ 契約後初回打合せで発注者から受注者へ①ＣＣＳ、②工事工程、③条件明示の手引きの３点を配布

○ 対象 ： 週休２日（発注者指定型方式）の本官工事で試行予定

①歩掛毎の標準的な作業日数を自動算出
②準備工、後片付け工の期間を個別設定
③雨休率設定
④他工事抑制期間を個別設定
⑤過去の同種工事と工期日数の妥当性のチェック
⑥工程集中期間のチェック
⑦エクセル出力

新土木工事積算システムで作成する工事設計書に
おいて、適切な工期を検討するための支援システム。

１．工期算定支援システムとは

２．主な機能

クリティカル工程共有表（C C S）　（ 例 ）　○○○トンネル舗装工事 平成●年●月●日作成

1 式 40

上1下1

1,200 ｍ
3 300 4 6

上層路盤 2ｸﾞﾙｰﾌﾟ2層 上1下1

Ｍ－40 5,000 ㎡ 1,110 5 6

ＣＯ版　ｔ＝250㎜ 2ｸﾞﾙｰﾌﾟ2層 上7下7

曲4.5-6.5-40BB 4,900 ㎡ 222 22 31

すり付版（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装） 65 上1下1

（上：表層、下：基層） 65 ㎡ 2,300 0 2

1 式 20

計画 現場閉所計画日数計○日
実施 現場閉所日数計○日

○／△

実施

○／△

実施

－

○／△

実施

○／△

実施

○／△

実施

工事用道路：資材運搬時には要調整

工事用道路：資材運搬時には要調整

工程に見込む作業不能日数
（休日：４０日、雨天・強風・降雪・波浪：２２日）

※工事に合わせて適宜項目を追加の上、ご活用ねがいます.

受注者 （株）◇◇◇建設 当初工期 ○○年○月○日～○○年○月○日

発注者 北陸地方整備局　○○国道事務所 変更工期 ○○年○月○日～○○年○月○日

準備工

道路土工 路盤掘削

舗装工

　一般国道○○号　△△道路事業

実施工

日 数

所要

日数

6月 7月
備考

10 20 30 10 20 30

後片付け

共
用 工事円滑化推進会議

週休２日（現場閉所）の

計画と実績

照査結果検討部会(工事連携会議)

施工条件確認部会

工事・事業情報共有部会

工程調整部会

設計変更検討部会

条件明示検討部会

受
　
　
注
　
　
者

工　　種 種　　目 数 量
単

位

日当り

施工量

発
　
　
注
　
　
者

施
工
条
件
明
示
の
手
引
き

1．工程に影響を受ける他の工事

先に発注された工事
国道○○○号4号ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ下部工事

国道○○○号5号ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ下部工事

発注予定の工事 国道○○○号7号橋梁下部工事

その他、関連する工事 ○○○工事

2．関係機関等との協議の結果、工程に影響を受ける内容

森林管理署との所官換え協議 協議成立日　○／△

その他

工期：H26.5.4～H27.3.28 発注者：○○国道事務所 受注者：○○組

工期：H25.7.4～H27.3.28 発注者：○○国道事務所 受注者：○○組

中

略

週休２日計画記載

Ｈ２９年度から取り組んでいる工程共有表（①CCS）

これまでは工程に影響を受ける期間等のみ提示

○○工事 工期 20○○/○○/○○～20○○/○○/○○ (○○○日)

【全体工程表】

4/1 4/21 5/11 5/31 6/20 7/10 7/30 8/19

0 20 40 60 80 100 120 140

準備工

道路土工

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

舗装工

仮設工

後片付け工

「バーチャートは、土日、祝日、夏季休暇(3日)期間を控除して表示されますが、

これらの抑制期間は雨休率に含まれていますので注意願います。」

3

№ 工種

1

2

4

5

6

0 29

準備工_30日

35 91

道路土工_57日

115 116

道路土工_2日

33 114

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 赤岩下流砂防ダム部_82日

92 95

舗装工_4日

30 68

仮設工_39日

96 110

仮設工_15日

117 136

8/13～8/15(3日):夏季休暇

後片付け工_20日

Ｈ３０年度～

③発注者が記載した土木工事条件明示の手引き（案）も配布

②工期算定支援システムで作成した工事工程を配布

さらに

加えて

受発注者間の工事工程情報共有 Ｈ３０年度取組（案）
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土木工事における受発注者の業務効率化のため、平成２２年９月に「平成２２年度土木工事に
おける受発注者の業務効率化実施要領」がさだめられ、発注者が求める工事関係書類を明確
化しました。

要領のなかでは、受注者が提出する工事書類の削減、納品する工事完成図書の削減を図る
こととしています。

〈工事着手時〉
★事前協議により、作成する工事書類の明確化！

〈施工中〉
★協議に添付する書類は必要最小限かつ簡潔に！
★情報共有システムの活用

〈検査時〉
★検査官は不用な書類の提示、提出は求めない！
★受注者は不用な書類は作成しないこと！
★工事書類の二重提出（電子と紙）はしないこと、

させないこと！

28
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新たに

ICT特設展示（実演デモ実施）

“グルッと体験 「ICT」”

「けんせつフェア北陸ｉｎ新潟2017」 ～新技術・新工法の開発、普及に向け

 開催日 ：平成29年11月1日(水)～2日(木)

 開催場所：新潟市産業振興センター
 来場者数 : 約4,700名

ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ : 「生産性革命を支える建設技術」
技術展示 : 326技術（152社）

新たに

担い手確保

「合同企業セミナー」
（新潟県内の建設関係企業）

新潟大学 (40)
長岡技術科学大学 (50)
長岡工業高等専門学校 (80)
新潟工業高等学校 (280) 学生・生徒
新発田南高等学校 (80)                 ７１０名
新潟工科専門学校 (60) 参加
新潟県央工業高等学校 (80)
加茂農林高等学校 (40)

３D
測量

３D
設計

施工機械 （レンタル）

施
工
機
械

（
メ
ー
カ
）
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30

４ 建設現場の生産性向上
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単位：購買力平価換算USドル

出典：「労働生産性の国際比較･2015年版」公益財団法人 日本生産性本部 生産性総合研究センター

労働生産性の国際比較（2014年／34ヵ国比較）



建設現場における生産性の現状

○土工とコンクリート工で直轄工事の全技能労働者の
約４割を占める。

○土木工事における生産性の変遷

■ トンネル工事

出典：日本建設業連合会 建設イノベーション

トンネル１mあたりに要する作業員数の比較

（
人

日
/
m

）

58 

8 6 
0

20

40

60

東海道新幹線

（S30年代）

長野新幹線

（H8年）

近年の新幹線

（H22年）

山岳トンネルの場合

■ 土工 ■ コンクリート工
コンクリートポンプ車打設工（鉄筋構造物）の
場合

盛り土法面整形工（粘土・粘土質）の場合

１０００ｍ２あたりに要する作業員数 １００ｍ３あたりに要する作業員数

○我が国の産業別の労働生産性水準

○建設現場における工種別技能労働者の割合

H２４国土交通省発注工事実績

「機械土工・舗装関連」及び
「現場打ちコンクリート関連」
で全体の約40%

○建設産業では約８割程度の水準（対米比）。

○トンネルは、約５０年間で生産性を１０倍に向上。
一方、土工やコンクリート工などは、生産性向上の遅

れた部分が残っている。

生産性 １０倍

生産性 横ばい 生産性 横ばい

我が国の産業別の労働生産性水準（対米国比、米国＝100）（出典：通商白書2013）

建
設
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i-Construction ～建設現場の生産性向上～

ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）
全体最適の導入

（コンクリート工の規格の標準化等）
施工時期の平準化

・閑散期に工事が動くように平準化

・資機材・人材の効率的な活用
・労働環境の改善

非効率な現場毎の一品設計・生産

全体の最適化を目指し規格を標準化
・部材の工場製作

３次元ﾃﾞｰﾀ化による効率化

◆求める先の目的 ① 経営環境の改善
② 賃金水準の向上

③ 安定した休暇の取得
④ 安全な現場

測量 設計 施工

検査管理

ｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ トップランナー施策
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ＩＣＴの活用状況と効果

○ＩＣＴ土工の実施にあたり、ＩＣＴ用の基準類を整備するとともに、発注時の総合評価や完成時の工事成績における加点
評価等によりＩＣＴ施工を促進

○ 平成29年度、１月末時点で、ICT土工については対象工事として発注した工事のうち、約５割の729件の工事でICT土
工を実施し、約3割の施工時間の短縮効果を確認

○ あわせて、ICTに関する研修やベストプラクティスの共有等により知見の蓄積や人材育成、モチベーションの向上等を促進

■ICT施工の実施状況

工種 時点
Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

ICT実施 ICT実施

土工 １月末時点
（年度） （584） 729

舗装 1月末時点 ― 17
浚渫 1月末時点 ― 23

■i-Constructionに関する研修

Ｈ２８年度 Ｈ２９年度
（予定含む）

回数※ 回数※

施工業者向け 281 約300

発注者向け 363 約250
合計 468 約400

■ベストプラクティスの共有等

・事例集の作成
・見学会等の開催
・i-Construction大賞(大
臣表彰制度)の創設
・i-Constructionロゴマー
クの作成 見学会の開催

※施工業者向けと発注者向けの重複箇所あり※都道府県等では、H28年度は約80件実施、H29年度は約870件実施予定

11.5

6.4

8.7

7.8

91.8

68.1

7.8

4.5

3.5

1.7

123.3

88.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

従来施工

ICT

起工測量 ～ 完成検査までの合計時間(平均)

起工測量 測量計算 施工 出来形計測 完成検査 合計

28.3%縮減

ICT活用工事受注者に対する活用効果調査（N=181）より

■ICT施工の効果
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プレハブ鉄筋橋梁下部工 橋脚部の埋設型枠

埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドラインの策定
埋設型枠
○コンクリートの打設後、一定期間の養生後に撤去していた型枠を、

本体コンクリートとの一体性及び耐久性の確保を図ったうえで、外
壁等として存置

○型枠の製作は、工場又は現場近くの製作ヤードで製作
○型枠の撤去作業を不要とすることにより、現場作業日数の短縮

コンクリート工の規格の標準化【現場施工の効率化】

 コンクリート構造物における現場作業の一部（型枠の設置、鉄筋組立て等）を、工場又は現場近くのヤード（サ
イト）で製作し、現場作業日数の短縮や省人化により現場作業を効率化し生産性の向上を図る。

 埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドラインを策定し、ハーフプレキャストなど新工法の促進を図る。

擁壁工 外壁の埋設型枠

プレハブ鉄筋
○コンクリートの打設前に、型枠内に組み立てる鉄筋 の加工等の作

業の一部を工場又は現場近くの製作ヤードで製作
○現場作業と並行して製作することにより、現場作業日数の短縮
○作業スペースの狭隘な条件においては、鉄筋の結束作業など作

業の効率化

帯鉄筋

中間帯鉄筋

帯鉄筋継手
外側パネ
ル

内側パネル中壁により
内外を一体化

パネル
高さ
2.0m

外側パネル

工場にて半円形製作 工場から現地に搬入 現地で組み立て クレーンで吊り込み設置

ハーフプレキャスト

©三井住友建設35



H28年度の取り組み

全体最適の導入（コンクリート工の規格の標準化等）

◇プレキャスト製品採用による仮設費（足場・水替え・矢板損
料、雪寒仮囲い費用）及び安全費（交通誘導員費用）の縮
減額を考慮した「北陸地方のプレキャストコンクリート製品活
用事例集」を作成。

事例集（抜粋）

H29年度の取り組み ①

◇H29年度に施工された新潟県上越市地先でのアンダーボッ
ク ス工事にて比較検証を実施。

◇事例集に示す、本体工事費以外の縮減項目を考慮した検
証結果は、概ね妥当であった。（※）

精算変更時設計段階
（プレキャスト）

設計段階
（現場打ち）
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施工時期等の平準化

①国庫債務負担行為の積極的活用

適正な工期を確保するための国庫債務負担行為（2か年国債（※1）

及びゼロ国債（※2））を上積みし、閑散期の工事稼働を改善

適正な工期を確保するため、国庫債務負担行為（２か年国債やゼロ国債）を活用すること等により、公共工事の
施工時期を平準化し、建設現場の生産性向上を図る。

平準化に向けた３つの取組

〈2ヶ年国債＋当初予算におけるゼロ国債〉

H27年度 ： 約200億円 ⇒ H28年度 ： 約700億円

⇒H29年度※ ： 約2,900億円 ⇒ H30年度 ： 約3,100億円

※H29年度から当初予算におけるゼロ国債を設定
※H30年度の内訳は、2ヶ年国債 約1,740億円、ゼロ国債 約1,345億円

②地域単位での発注見通しの統合・公表の更なる拡大

全ブロックで実施している国、地方公共団体等の発注見通しを
統合し、とりまとめ版を公表する取組の参加団体を拡大

業界からは、技術者の配置計画、あるいは労務資材の
手配について大変役立っているとの評価

（参考）東北地方の事例

③地方公共団体等への取組要請
各発注者における自らの工事発注状況の把握を促すととも

に、平準化の取組の推進を改めて要請

※１：国庫債務負担行為とは、工事等の実施が複数年度に亘る場合、あらかじめ国会の議決を経て
後年度に亘って債務を負担（契約）することが出来る制度であり、２か年度に亘るものを２か年
国債という。

※２：国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので、年度内に契約を
行うが国費の支出は翌年度のもの。

※参加状況の推移：H29.3末時点：約500団体（約25%）→H30.1末時点：約870団体（約44%）
※都道府県の参加状況は44/47（H30.1時点）

（ 参考）
補正予算でのゼロ国債（ 29年度：1,567億円）も活用し、平準化に取り組む
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出典：建設総合統計

＜技能者＞
・収入安定
・週休二日

＜受注者＞

・人材・機材の
効率的配置

＜ 建設工事の月別推移とその平準化 ＞

落ち込みを緩和

適正な工期設定による
年度を跨ぐ施工

（億円）

＜技能者＞
・閑散期は仕事が少ない
・収入不安定
・繁忙期は休暇
取得困難

閑散期 繁忙期

＜受注者＞
・繁忙期は監理
技術者が不足

・閑散期は人材・
機材が余剰

平
準
化

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 37
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Ｈ３１（見込み）

平準化の状況を把握し、適時に国債の要求、繰越制度、早期発注の手続きを実施し、より
一層の施工時期の平準化を推進。

四半期毎に平準化状況を把握し、必要に応じて対応策を検討。

平準化率
H28年度（H28/H28）：0.84（=248/293）

H29年度（H29/H29）：0.96（=317/331）速報値

H30年度（H30/H30）：0.96（=279/292）見込み
参考値 （H30/H29）: 0.84（=279/331）

■工事（一般土木、ＷＴＯ除く）

Ｈ２８（実績） Ｈ２９（実績：速報値） Ｈ３０（見込み）

H28-2次補正
（ｷｬｯｼｭ）の効果

H28-3次補正
（０国）の効果

H29_補正
（０国）の効果

H29_当初
０国の効果

H29_補正
（ｷｬｯｼｭ）の効果

稼
働
件
数
（件
）

:

: H28実績

: 契約件数(実績＋見込) : 完了件数(実績＋見込)

:

4～6月期平均稼働件数

見通し(4月期PPI) : H29実績＋見込み

: 年間平均稼働件数

H29（補正なしの場合）: H28（2次・3次補正なしの場合） H28（3次補正なしの場合）: :

北陸 i-Construction推進本部会議 ～施工時期の平準化～ Ｈ２８～Ｈ３０（見込み）
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北陸 i-Construction ＩＣＴ活用工事（深化の年） 発展・加速

名称 会場 日時
受講者

内訳 合計

平成30年度
ICT活用講習会

（石川会場）

石川建設
総合センター

平成30年
5月15日(火)
13:30～16:30

民間 109名

124名自治体 8名

整備局 7名

平成30年度
ICT活用講習会

（富山会場）

北陸地方整備局
北陸技術事務所
富山防災センター

平成30年
5月16日(水)
13:30～16:30

民間 109名

127名自治体 11名

整備局 7名

平成30年度
ICT活用講習会

（新潟会場）
【午前の部】

北陸地方整備局
平成30年

5月23日(水)
9:00～12:00

民間 132名

165名自治体 10名

整備局 23名

平成30年度
ICT活用講習会

（新潟会場）
【午後の部】

北陸地方整備局
平成30年

5月23日(水)
14:00～17:00

民間 122名

161名自治体 13名

整備局 26名

２．講義内容
① ＩＣＴ活用工事の概要 講師：北陸地方整備局 企画部
② ＩＣＴ活用工事の流れ 講師：(一社)日本建設機械施工協会 i-Construction普及ＷＧ
③ ＵＡＶ空中写真測量、ＴＬＳ測量の概要 講師：( 一社)全国測量設計業協会連合会北陸地区協議会
④ 自治体からのお知らせ 講師：石川県・富山県・新潟県・新潟市

３．実施結果
全ての会場において募集人数を超える申し込みがあり、多数の技術者が受講。
UAV、TLSについては実機を用いて説明。また、UAV作業中の事故を防ぐため、航空法などのルールに
ついての説明も行った結果、アンケートでは「実機を観れてよかった」、「航空法について初めて知った」、
「ICT工事の流れがわかりやすかった」との声が多かった。

◆ ＩＣＴ活用工事講習会（入門者クラス）を開催

平成３０年度は、昨年度と同様「入門者クラス」と「実践者クラス」のレベル毎に分け、参加者についても整備局と建設関連団体に
加え、地方自治体および測量・建設コンサルタント業界団体も参加可能とした。また、今回の講習会より各自治体の取組につい
てもプログラムに加え、さらに幅広い普及・拡大をめざし、石川、富山、新潟の3会場で開催し、延べ577名が受講。

石川会場 富山会場

新潟会場（午前） 新潟会場（午後）

実機を持ち込んでの説明
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北陸ICT戦略推進委員会（研究会）取り組みロードマップ
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３次元設計データ

●記事の内容
創刊号：ＩＣＴ活用工事と従来工事の比較イメージ、新たな主な 基準、

施工時期の平準化
第 2号：現場見学会の実施、現場での活用、UAV （ドローン）、ICT建機
第 3号：i-Construction説明会の実施、ＩＣＴ建設機械のMG・MC技術に

ついて
第 4号：ICT活用工事における３次元測量、３次元設計データの作成
第 5号：プレキャストコンクリート製品活用事例、平準化の具体的取り

組み
第 6号：Ｉ ＣＴ土工の実施状況
第 7号：出来形管理
第 8号：ＩＣＴ活用工事の検査
第 9号：ＩＣＴ活用全国第１号工事で完成検査を実施
第10号：Ｉ ＣＴ土工の実施状況
第11号：推進本部会議およびICT土工事普及促進検討会の開催、北陸

i-Conﾍﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ設置
第12号：施工時期の平準化の取り組み状況
第13号：基準類の改定内容整理、ICT活用工事講習会の開催
第14号：平成29年度発注工事におけるICT技術活用状況、週休 ２日取

得に向けた取組
第15号：平成29年度ＩＣＴ活用工事（土工）実施状況、ＩＣＴ舗装工の出来

形管理について
第16号：平成29年度発注工事のICT活用状況、ICT活用工事講習会開

催、積算基準の改定

北陸i-Construction通信の発行

○i-Constructionの取り組み内容を広く周知するために 「北陸
i-Construction通信」を不定期に発刊。

○北陸整備局主催の講習会等で周知するとともに、地整のHP
でも公開。平成30年6月末現在で、第16号まで発刊。

北陸地方整備局ＨＰ http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/i_Construction/hokuriku_ict.htmlURL： 42

i-Constructionの情報発信 「北陸i-Construction通信」の発行



５．社会資本の老朽化対策(道路）



① インフラの現状

44



国道・都道府県道の整備延長の推移

日本の道路整備の展開

-

20

40

60

80

100

120

140

160

19
52

19
55

19
58

19
61

19
64

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

０

（千km）

高度成長期

オイルショック
第１次 1973（S48）
第２次 1979（S54）
第３次 2004（H16）

バブル景気
（1986～1991）

S61 H3

○ 高度経済成長期を迎え、自動車保有台数（通行台数）が急増
○ 交通需要に対応した道路整備が大きく進展

■日本初の高速道路の開通
1,963年7月、名神高速道路の
尼崎～栗東間（約71km）が開通

（写真：公益財団法人高速道路調査会ＨＰより）
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道路インフラの現状 （全国） 〔橋梁の高齢化〕

出典：道路局調べ（H29.3）

※この他に建設年度不明橋梁約23 万橋
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道路インフラの現状 〔管理者別の道路延長と橋梁数〕

日本では、全橋梁約7３万橋のうち約52万橋が市町村道

【日本の道路種別と延長割合】 【道路種別別橋梁数】

※四捨五入により端数調整している

橋梁（2m以上）

約73万橋

高速自動車国道
約20,000橋

（約3%）

直轄国道
約41,000橋

（約6%） 補助国道
約34,000橋
（約4.7%）

市町村道
約518,000橋
（約66%）

都道府県道
約110,000橋
（約15%）

※道路局調べ（ H26.4 ）

※道路局調べ（ H29.3 ）

高速自動車国道（約1%)

合 計 約 km （100 %

直轄国道（約2%)

補助国道（約2%)

約8,400km

都道府県道（約11%)約129,300km

（約84%)

約31,900km

1,218,700

約23,700 km

）

約1,025,400km 市町村道

自動車
専用道路

幹線道路

生活道路



② 老朽化の現状



○通行規制橋梁は、全国で2,559件。 北陸３県では、110件。（H28.4.1時点）

【地方公共団体管理橋梁の通行規制等の推移(２m以上)】

※メインケーブルの破
損、主桁の腐食やコンク
リート床版の剥離により
通行規制を実施している
事例

115 117 172 194 191 187 203 224 231 

862 

1,196 

1,592 
1,680 

1,821 
1,917 1,981 

2,133 
2,328 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H20.4.1 H21.4.1H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1

都道府県・政令市等 市区町村

（橋）

※東日本大震災の被災地域は一部含まず

※数値は各年度毎の通行規制等の発生件数

通行規制橋梁 近年増加 全国で2,559件。北陸では110件。

北陸3県
110件

（出典）道路局調べ(平成28年4月1日現在）※北陸は新潟県、富山県、石川県の全道路管理者 49



■見晴橋（横浜市道 新山下第８号線）は、37歳で損傷を発見

※水中部から調査を実施したところ鋼製
杭橋脚に著しい腐食が確認

みはらし はし しんやました

緊急的に整備された箇所や水中部など立地環境の厳しい場所などの一部の構造物で老
朽化による変状が顕在化

老朽化の事例(橋梁）
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老朽化の事例（橋梁）

要注意床版橋梁では損傷の予兆を見逃さないよう定期的な点検が必要

■国道７号 きみまち大橋で第三者被害を伴う
床版損傷が発生（秋田県能代市）

■山陽道（上り線）佐山橋で３０ｋｍの渋滞を伴う
床版損傷が発生（岡山県笠岡市）

中空床版橋梁で設計値より床版かぶりが小さかった。

舗装クラックからの白い析出物
舗装面の局部的な陥没
舗装クラックからの水の浸入による床版下面の湿り
等の予兆を見逃さない
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老朽化の事例（横断歩道橋）

横断歩道橋においても、腐食による金属片の落下事案等が発生

■上墓地横断歩道橋〔国道 １３９号〕
1967（昭和42）年開通：47歳
所在地：山梨県富士吉田市
発生日：平成26年11月18日

■橋面舗装の状況■デッキプレート下面の著しい局所腐食部

浸入した雨水等による凍結
・融解の繰り返しで脆弱化
した可能性が高いコンクリ
ートが土砂化し生じた空洞

二日前の降雨が未だ滞水

かみくれち
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■犬伏トンネル〔国道２５３号〕
1979（昭和54）年開通：34歳
所在地：新潟県十日町市
発生日：平成25年12月21日

※長さ約11cmのコンクリート片が落下

いぬぶせ

落下したコンクリート片

トンネルにおいても、コンクリート片等の落下事案が発生

老朽化の事例（トンネル）
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老朽化の事例（道路附属物）

※根元が腐食した道路照明柱
（高さ10ｍ）が、暴風時に転倒
し、照明柱が走行車両を直撃

■県道 長坂垂水線
1979（昭和54）年設置：34歳

所在地：兵庫県神戸市垂水区
発生日：平成25年7月3日

ながさかたるみ

道路照明柱においても、腐食による転倒事故等が散見
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コンクリート桁

PC橋特有のひびわれが発生 し

やすい部位

中間
支点部

支間
中央部

支間
1/4部支点部

損傷の事例

構造的な欠陥に繋がる
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・大型車交通量の多い橋梁、

・昭和31年、39年道路橋示方書適用

の橋梁

コンクリート床版

２方向ひびわれに注意！

橋面舗装の局所的なひびわれが関連

水の浸透を防止（橋面防水など）することが極めて重要

損傷の事例

配力筋の不足、床版厚の不足
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沈下・移動・傾斜機能障害

支 承

桁の円滑な動きを阻害し、

桁の亀裂、破断につながる恐れ

橋の沈下を

誘発する恐れ

伸 縮 装 置

・過酷な条件下で機能

・他の部位の損傷と関連も・・

路面の凹凸(段差）

・多様な損傷

部材の破断

遊間の異常

漏水

異常な音・振動

損傷の事例
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内部のPC鋼線が腐食（外側の鉄筋は腐食小）

損傷の事例（コンクリート橋上部）

コンクリートの表面に
は、浮き、サビ汁、鉄
筋の露出などが見ら
れる。

補修前

補修前

補修前
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損傷の事例（アルカリ骨材反応：下部工）

橋台 橋台

橋脚
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事例 鉄道高架橋コンクリート片落下

60

発生場所：ＪＲ北海道 新札幌駅 鉄道高架橋
発 生 日：平成２９年５月１０日 発生日：平成２９年１１月６日



車両重量による舗装や床版へのダメージ

○ 重量違反車両が道路に及ぼす影響

・車両の重量による道路構造物の疲労に及ぼす影響は、

舗装で４乗、RC床版で１２乗

○ 仮に、大型車両１台が、軸重10トンの基準よりも２トン超過した場合、舗装に対しては約２台分、

RC床版に対しては約９台分の疲労が蓄積。

車軸にかかる重さ（軸重）がたった２割の超過でも９倍のダメージ発生
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過積載車の取締の強化

最近では過積載車両が約３割

も増加している状況にあり、当面

2020年度を目途に違反車両を半

減するため、警告・是正指導等

の区分の見直し、道路管理者間

の違反情報の共有化など、過積

載撲滅に向けた取組を強化。

重量違反車両の推移

100

150

200

250

H22 H23 H24 H25 H26

215万台※

166万台

※直轄国道39カ所の計測データ

悪質な重量制限違反者への即時告発の実施

重量が基準の2倍以上の悪質な違反者を即時告発する

制度を平成27年2月より導入。高速道路においてこれまで

に25件を告発（うち、起訴（略式請求含む）4件）。

車両総重量

①当該車両の実測値 65.10トン

②車両制限令の一般的制限値 25.00トン

③超過値【①－②】 40.10トン

万台
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診断

記 録
管 理

点 検

補 修
等

橋梁を定期的に点検し、損
傷状況を把握

点検結果に基づき、損傷原因
の所見をまとめ、対策区分を
判定し、補修等の計画を策定

補修等の計画に基づき、効率
的な管理を行う

各種点検結果や補修等の
履歴を記録保存

○橋梁の点検は、維持管理を行う上で、重要な第一歩。
○定期的な点検に基づき、計画的かつ効率的な管理を進めることが重要。

道路橋の予防保全への転換
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橋梁等の平成26～28年度点検結果

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態

○ H26年度から定期点検が本格化し、平成28年度まで橋梁 約54%、トンネル約47%、道路附属物等
約57%の点検が完了。

○ 点検を実施した橋梁のうち、約11%は緊急または早期に修繕が必要。

点検計画と点検実施率 点検結果

（ ）内は点検実施施設数

【出典】H28道路メンテナンス年報（H29.8）
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65
【出典】H28道路メンテナンス年報（H29.8） 65



判定区分と建設経過年数（橋梁）

66
【出典】H28道路メンテナンス年報（H29.8）



③ 老朽化対策の課題
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橋梁管理に携わる土木技術者数の推移

○橋梁管理に携わる土木技術者が存在しない市町村数は減少傾向ではあるが、

依然、町の約３割、村の約６割で橋梁管理に携わる土木技術者は存在しない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分類 ４

分類

分類 2

分類 3

0人 1人～

市

町

村

9% 91%

29% 71%

63% 37%

有効回答数N=1,721

23% 77%市町村

0% 20% 40% 60% 80% 100%

分類 ４

分類

分類 2

分類 3

0人 1人～

市

町

村

8% 92%

26% 74%

64% 36%

有効回答数N=1,721 （出典）道路局調べ

22% 78%市町村

※市は特別区含む

＜平成26年11月時点＞ ＜平成28年9月時点＞

【市区町村における橋梁保全業務に携わる土木技術者数】

N=793

N=745

N=183
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69

◇体制の強化、技術の拡充、支援
・経験や知識をもつ技術職員が少ない
・修繕工事を気軽に相談できるところがあれば。
・点検や補修の研修、講習会の継続。
・各種情報の共有化を

◇財政支援
・補助、交付金制度の継続と緩和

◇コスト低減工夫
・小規模橋梁を市町村職員や地域の企業が点検
・点検コストの低減、効率的な修繕、新技術の開発や紹介。
・橋梁の規模に応じて点検のやり方を柔軟にできないか。

など
（出典）・「道路施設の集約化･撤去に関するアンケート」（H28年9月 道路局道路保全対策室実

・各県道路メンテナンス会議後に集計した地公体(首長）意見 (H28年度の２回分)

地方公共団体の意見・課題 （北陸 各県道路メンテナンス会議等での意見）



④ 地方公共団体への支援
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メンテナンスサイクルを回す仕組み（支援）～体制～

地方公共団体の取組みに対する体制支援

○メンテナンス業務の地域一括発注や複数年契約を実施

○都道府県ごとに『道路メンテナンス会議』を設置

○社会的に影響の大きな路線の施設等について、国の職員等
から構成される『道路メンテナンス技術集団』による『直轄診
断』を実施

○地方公共団体の職員・民間企業の社員も対象とした研修の
充実 など
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『道路メンテナンス会議』の設置

関係機関の連携による検討体制を整え、課題の状況を継続的に把握・共有し、効果的な
老朽化対策の推進を図ることを目的に、「道路メンテナンス会議」を設置
（平成26年7月7日に全都道府県で設置済）

・地方整備局（直轄事務所）

・地方公共団体（都道府県、市町村）

・高速道路会社（NEXCO ・首都高速・

阪神高速・本四高速・指定都市高速等）

・道路公社

体制

１．研修・基準類の説明会等の調整

２．点検・修繕において、優先順位等の考え方に

該当する路線の選定・確認

３．点検・措置状況の集約・評価・公表

４．点検業務の発注支援（地域一括発注等）

５．技術的な相談対応 等

役割

会議状況
平成２９年３月２３日 新潟県道路メンテナンス会議
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道路事業における地域一括発注の取組について

【イメージ図】

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

都道府県等による受託

国・県にてニーズを取りまとめ

・市町村のニーズを踏まえ、
地域単位での点検業務の一括発注等の実施

【手続きの流れ】

・国、都道府県にて市町村の意向調査を実施し、
点検数量をとりまとめた上で、点検業者へ発注

○市町村の人不足・技術力不足を補うために、市町村が実施する点検・診断の発注事務
を都道府県等が受委託することで、地域一括発注を実施

○平成27年度は42都道府県で実施

※群馬県、奈良県、和歌山県、宮崎県では、平成２５年度より地域一括発注を実施
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直轄診断実施箇所 措置

三島大橋（福島県三島町） 修繕代行事業

大渡ダム大橋（高知県仁淀川町） 修繕代行事業

大前橋（群馬県嬬恋村） 大規模修繕・更新補助事業

沼尾シェッド（福島県南会津郡下郷町） 修繕代行事業

猿飼橋（奈良県吉野郡十津川村） 修繕代行事業

呼子大橋（佐賀県唐津市呼子町） 修繕代行事業

万石橋（秋田県湯沢市） 修繕代行事業

御鉾橋（群馬県神流町） 修繕代行事業

音沢橋（富山県黒部市）

乙姫大橋（岐阜県中津川市）

直轄診断について

○地方公共団体への支援として、要請により緊急的な対応が必要かつ高度な技術力を要する施設
について、地方整備局、国土技術政策総合研究所、土木研究所の職員等で構成する「道路メンテ
ナンス技術集団」による直轄診断を実施。

○診断の結果、診断内容や地域の実情等に応じ、修繕代行事業、大規模修繕・更新事業等を実施。

【直轄診断実施箇所とその後の対応】【全体の流れ】

【平成２９年度 直轄診断実施箇所】

■音沢橋（富山県黒部市） ■乙姫大橋（岐阜県中津川市）

＜乙姫大橋の状況＞＜音沢橋の状況＞

〈地方公共団体〉

点検・診断

〈道路メンテナンス会議〉

現地調査を踏まえ
直轄診断候補箇所の選定

〈国〉

直轄診断実施箇所の選定

直轄診断実施

結果とりまとめ

報告 推薦

報告

修繕代行事業、大規模修繕・更新補助事業等の実施

診断内容、地域の実情等に応じ、
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直轄診断 音沢橋（平成２９年度）

直轄診断：地方公共団体の技術力等に鑑みて支援が必要なものに限り、国が職員を派遣し、
技術的な助言を行うもの。

県名 町村名 路線名 施設名 建設年 延長 緊急性・高度な技術力の必要性

富山県 黒部市 市道
音沢１号線

音沢橋 １９７１
（Ｓ４６）

１１０ｍ 下部構造にASRによる劣化が疑われ、
劣化原因の特定や補修工法の検討に
高度な技術力が必要。
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〈地方公共団体〉

点検・診断

〈各県道路メンテナンス会議〉

現地調査を踏まえ
直轄診断候補箇所の選定

〈国〉

直轄診断実施箇所の選定

直轄診断実施

結果とりまとめ

要望
推薦

報告

診断内容、地域の実情等に応じ、

○国が都道府県道又は市町村道の修繕に関する工事
を代行

高度な技術を要するもの又は高度の機械力を 使用して実
施することが適当であると認められる場合

○地方負担は、大規模修繕・更新補助事業に同じ

※直轄診断（全国H26～28）8箇所のうち、修繕代行（全国H27～29）7箇所

■修繕代行事業

○採択要件：全体事業費が、県政令市100億円、市町村3億円
以上のものに限る

○補助率：費用の2分の1（ただし、現行の交付金国費率までの
範囲内で当該補助率を上回る分は防災・安全防災

交付金 により措置）

■大規模修繕・更新補助事業

大規模修繕・更新 0.5 交付金
0.05～0.2 0.45～0.3

国 地方

【国費１００％（調査費）】

選定基準
・点検、診断、修繕に高度な技術力等を要する
・地公体の技術力が十分と言えない
・社会的に影響の大きな路線に位置するもの
・早期の対策が必要と判断されるもの

○地方公共団体への支援策の一つとして、緊急かつ高度な技術力を要する可能性が高い施設につ
いて直轄診断を実施。

○直轄診断を実施した施設については、各道路管理者からの要請を踏まえ、修繕代行事業や大規模
修繕・更新補助事業の着手も検討される。

道路メンテナンス技術者集団の派遣
北陸地整、国土技術政策総合研究所、土木研究所

■直轄診断 （H26年度：３橋梁、H27年度：2橋梁＋1シェッド、H28年度：2橋梁）

「橋梁、トンネル等の道路施設については、各道路管理者が責任を持って管理する」という原

則の下、それでもなお、地方公共団体の技術力等に鑑みて支援が必要なものに限り、国が「道
路メンテナンス技術者集団」を派遣し、技術的な助言を行うもの。

〈地方整備局〉

『直轄診断』 『修繕代行』 『大規模修繕・更新補助事業』
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研修の実施
地方公共団体の職員を対象とした技術レベルに合わせた研修を実施

○橋梁、トンネル等の点検に関する研修について、初級、中級、特論の３種類を実施予定

○平成26年度から、５年間の受講目標人数を5,000名と想定

＜初級＞
・地方公共団体の職員の技術力育成のため、
点検要領に基づく点検に必要な知識・技能等
を取得するための研修。

・平成26年９月より、全国の地方整備局等で開催し、
平成2８年度は約40回開催、約1,100名が受講
（うち、地方公共団体職員 約850名）

＜中級＞
・直轄国道の点検・修繕に必要な知識・技術を
取得するための研修（平成26年度より開催）

＜特論＞
・専門的知識を有する職員の育成のため、三大損傷の発生メカニズム、対応等を取得す
るための研修（平成27年度より開催）

【研修の充実】

▲研修実施状況
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メンテナンスのセカンドステージへ
○今後、加速度的に増加する老朽化インフラに対応するにあたり、メンテナンスのセカンドステージと

して、以下の取組を実施

（１）予防保全を前提としたメンテナンスの
計画的な実施

（２）新技術の導入等による長寿命化・コスト縮減

（３）過積載撲滅に向けた取組の強化

（４）集約化・撤去による管理施設数の削減

（５）適正な予算等の確保

（６）地方への国による技術支援の充実

•定期的な点検・診断の結果等のデータ蓄積・共有

•民間技術活用に向けた、評価技術の現場導入、公募テー
マの拡充

•取締り時の違反者への荷主情報の聴取、荷主も関与した特車
許可申請の実施

•OBW（車載型荷重計測システム）の装着を促す仕組みの導入

•ガイドラインや事例集を作成し、道路施設の集約化・撤去
の推進をサポート

•点検結果の蓄積・コスト縮減策を踏まえ将来必要額の検討

•技術者派遣制度の構築・運用
•直轄国道事務所や研究機関による技術的支援体制の構築

※下線：今後実施する取組
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橋梁の長寿命化の事例

適時適切な補修・補強により、80歳を超えて大きな損傷もなく使用

■犀川大橋〔国道157号〕
1924（大正13）年開通：92歳

※耐荷力試験等の結果を踏まえ、補強を実施

さいがわ おおはし

■萬代橋〔国道７号〕
ばん だい ばし

1929（昭和4）年開通：87歳

※適時適切な補修により８０歳を超えて大きな損傷無し

H21損傷状況
（主桁腐食）

H21修繕後
（主桁修繕）○主な修繕履歴

S41：塗装塗替
S44：載荷試験
S50：塗装塗替
S53：主桁修繕
S59：載荷試験

主桁修繕等
H 5：塗装塗替

主桁補強等
H21：主桁修繕等
H25：床版修繕

所在地：石川県金沢市 所在地：新潟県新潟市



むすびに

我が国の社会インフラは、高度成長期に新設することを目的に技術開発が進み
経済を牽引するなど、技術者として誇りをもって仕事が出来た時代でした。

人口減少時代に差し掛かった今日では、新設に加え既存ストックの維持補修が
重要な仕事になります。

国土交通省としては、生産年齢人口減少を見据えて、建設現場の生産性向上、働
き方改革を進め、担い手を確保しつつ、良質な社会インフラを次世代に提供し続ける
ことで、経済成長を支える方針でいます。

維持補修には、新設よりも高度な技術が要求されるものと認識しており、更なる
技術開発と技術力の研鑽が必要です。

建設産業の新３Ｋ（給料、休暇、希望）において、維持補修の仕事が、誇りが持て
魅力と希望ある産業となるよう、皆様の技術力にご期待申しあげ結びます。

ご静聴、ありがとうございました。


